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原子力委員会 

長計についてご意見を聴く会（第８回）議事録 

 

 

１．日時  平成１６年３月１６日（火）１０：３０～１２：００ 

 

２．場所  原子力安全委員会第１、２会議室 

         港区虎ノ門３－８－１ 虎ノ門三井ビル２階 

 

３．出席者 

ご意見を伺った方 

植田 和弘  京都大学大学院教授 

原子力委員会 

近藤委員長、齋藤委員長代理、木元委員、町委員、前田委員 

内閣府 

永松審議官、藤嶋参事官、後藤企画官、犬塚補佐 

 

４．議題 

    （１）原子力発電の環境経済・政策的諸問題 

    （２）その他 

 

５．配布資料 

  長聴第８－１号 原子力発電の環境経済・政策的諸問題 
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６．議事概要 

○冒頭、近藤委員長より、長計についてご意見を聴く会の趣旨の説明と、お招きした

植田和弘 京都大学大学院教授の紹介があった。 

 

【近藤委員長より開会の挨拶】 

(近藤委員長) 長計についてご意見を聴く会の第８回を始めさせていただきます。 

 現在の長計がつくられたのが2000年の末ですが、それから環境が変わっている。すなわち、

第１に原子力委員会が内閣府に移ったということもありますし、また、エネルギー政策基本

法が制定され、エネルギー基本計画なるものが議論され、その中で原子力について言及され

ると、そういう環境ができました。それから、原子力自体についても2000年以来さまざまな

ことが起こっておりますし、あわせて電気事業の自由化ということもあり、そんな環境変化

の中で現行の原子力長期計画の内容について変更するところがあるやなしや、どういう点が

重点項目なのか、あるいは、それ以前に、そもそもこの長期計画というそういう性格のもの

を引き続き持つべきか否やと、そういう問題もあるのかということで、そういう意味での予

備的な検討をこの１月から始めているところでございます。 

これまで、さまざまなご意見をいただいておりますけれども、しかし、全く制約条件なし

で、おっしゃっていただきたいことを何でもおっしゃっていただくという立場でお話をお聞

かせいただいていますので、きょうもそういう趣旨でご理解をいただければと思います。 

 きょうは京都大学大学院の植田和弘先生にお越しをいただいております。先生は、1975年

に京都大学の工学部をご卒業され、その後、大阪大学大学院の工学研究科に進まれ、博士課

程を修了されて博士号を得られておられます。その後、今度は京都大学へ移られて、京都大

学の経済研究所でお仕事をされて、84年より助教授、94年より教授をされておられるという

ことで、学位も経済学博士と工学博士の両方を持っておられます。我々は経済学者というと

ちょっと構えるところがあるのですけれども、工学博士もついているということで非常に親

しくさせていただいているところでございます。 

 先生は1992年に『廃棄物とリサイクルの経済学』という著書を書かれて、これが国際公共

経済学学会賞を受賞されておられますが、その後も引き続きたくさんの著書を公刊されてお

りまして、つい最近はたしか『環境の経済理論』というのが岩波書店から出ているかと思い

ますけれども、国際公共経済学会とかさまざまなところでご活躍でございます。きょうは

「原子力発電の環境経済・政策的諸問題」ということでお話をお聞かせいただけるというこ

とで楽しみにしております。よろしくお願いいたします。 
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【植田先生のご意見】 

(植田教授) ただいまご紹介いただきました植田です。よろしくお願いします。 

 今ご紹介いただいたようなことで、私の専門は環境経済学ないしは環境経済・政策学と呼

んでいるものでございます。この「ご意見を聴く会」ではもう既に何人もの方がいろいろご

発言、ご意見を申し述べておられるようで、率直に言うと、原子力発電にかかわって専門的

な知見をお持ちの方が既にご発言をされておられますので、私が出る幕は余りないのではな

いかと思ったのですが、私の専門からの切り口で少しお話をさせていただけたらと思ってお

ります。 

 経済学はどうしても経済メカニズムといいますか、経済の持つ一種の法則性を理解しよう

とする面を持っております。たとえば価格のメカニズムとか、そういうものでございます。

環境というものにもそういう側面がかなり出てきておるわけで、この環境と経済のインタラ

クションあるいは企業の経営の中にも入り込むというふうになってきておるので、メカニズ

ムを理解することは大変大事であります。最近の話題でありますと、排出権取引などはそう

いうものの最たるものです。ただ、同時に、環境には価格のつかない側面もかなりあるとい

うことで、その政策的な目的というのが独自に必要な場合もあるということかと思います。

そういう意味で、制度設計だとか、あるいは公共政策のあり方とかという視点がやはり非常

に重要になる。そういうことで、環境経済・政策学というような言い方がされていると、こ

ういう理解をしているわけです。その観点からお話をさせていただきたいと思っております。 

 経済学を学んだ立場からすると、やはり合理的な意思決定という問題と原子力長期計画の

かかわりということを少し考えてみる必要があると思います。資料に書いてあるような５つ

ぐらいのことにかかわって順次お話をさせていただきたいと思っているのです。私は原子力

発電を巡ってかなり意見の国民的な不一致があるという理解をしており、その不一致の範囲

がかなり広いといいますか大きいのではないかと思っています。意見が不一致であるという

こと自体はどんな問題でもあり得る話なのですけれども、きょうの私の報告はその議論をす

るためのプラットホームといいますか、共通基盤みたいなものをもう少しつくる余地があっ

て、それが意思決定の手続きの問題ともかかわって重要ではないかというふうに考えている

ということを主として主張したいと思っています。 

 最初に、原子力発電を巡る外部条件が大きく変化した、これはここ２０年ぐらいの長期と

いうか中期で見ていただいた方がいいと思うのですが、その期間で見ますとかなり大きく変

化したと言わざるを得ないと思います。私の直接的な体験から言いますと、先ほどご紹介を

いただいたように工学部の出身なものですから、例えば私が工学部を目指した中学生ぐらい

に、そういうことに関心を持ったときのことですが、学校の先生は「原子力はいいぞ」とい

うふうに言ったように思います。できればそっちに行った方が本当にいいのではないかと、
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こういう感じだと思うのです。それが今は、率直に言って大分違うのではないかと思います。

大学の中でも全然学生の雰囲気が違うというふうに私は思います。学生はある意味で非常に

敏感という面があるというふうに思います。 

つまり、原子力発電はかなり困難を抱えていると言わざるを得ないと思います。その背景

の大きな問題は、マスコミ的な言い方ですと「安全性神話の崩壊」であり、これはチェルノ

ブイリ以来といいますかその前からあると思いますが、それが大きいということは確かだと

思います。 

 同時に、経済学的な観点からしますと、エネルギー、電力需要の伸びがやはり鈍化したと

いうのが決定的な１つの大きな背景だと思います。しかも、この需要の予測に関して、需要

自体をマネージするという考え方が出てきたこともすごく大きな変化と見なければいけない

と思います。従来は伸びることを前提に何をつくるかという議論でありましたが、そうでは

なくて、オプションの中に需要自体をマネージすることが入りうる。なぜそういうことが出

てきたかというと、これはやはり新しくつくるよりもむしろマネージするコストの方が安い

という、非常にリアリティのある議論だと思います。エネルギーだけに限らず、電力だとか、

交通だとか、ごみなんかでもそういうふうになっているわけですが、「ディマンドサイド・

マネージメント」という用語ではっきりと出てきており、これも１つ大きな点だと思います。 

 それから、エネルギー、電力市場の自由化という大きな流れ、これも避けて通れない大き

な問題だろうと思います。電源についての一種の自由化のテストを行っていると、見られる

のではないか、こういうところがあると思います。 

 それからもう１つ、やはりエネルギー技術が多様化したといいますか、小規模分散型技術、

自然エネルギー、廃棄物発電、いろいろ言い方はございますけれども、そういう技術がたく

さん出てきて、実際に使われている。その意味で選択肢が拡大しているということは確かで

あると思います。しかも、技術はやはり技術固有の性格があるので、簡単に比較するといっ

てもいろいろな比較の基準があります。こういうこともやはり大きな外部条件の変化という

ことかと思います。 

 それから、原子力発電について我が国はかなりつくってきたわけですけれども、その場合

に、１つの大きな問題、これはやはり生産地・消費地の分離、地域的アンバランスとも言え

るかもしれませんが、そのアンバランスを維持するための構造みたいなものがありまして、

つまり、生産地で生産されたものは生産地で扱われないで消費地で扱われるということなの

ですけれども、その仕組みを維持するためにつくり上げてきたシステムを維持することが非

常に困難になってきている、あるいは負担が大きくなってきている、こういう問題がやはり

あるということだと思います。そのことが非常にはっきりと見えてきたということです。 

同時に、依然として立地の困難さは変わらない、むしろ外部条件がいろいろと変化してきて
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いるので、なおこの立地の困難さが顕著になっていると、こういう面もあるということです。 

 それからもう１つ、７番目に避けて通れないというふうに思いますのは、これは原子力発

電だけの問題ということではなくて、かなり多くの分野で公共政策の意思決定過程に対する

信頼がかなり低下しているという問題があるのではないかと思います。 

裏返しの問題として８番目に、一種の意思決定の参加意識といいますか、自らが決めたい

という意識が非常に拡大しているという問題があると思います。端的な例は住民投票であり

ますとかそういうものだと思いますけれども、それは、決して悪いことではないというか、

むしろ大いにあるべき形だと思うのですが、意思決定への参加過程がいかにあるべきかとい

う問題がむしろ新しく提起されてきているというところがあると思います。 

それからもう１つ、これはまさに外部条件でありますが、原子力発電を巡る国際的な動き、

例えばヨーロッパのドイツでありますとかそういうところの動きというのがやはりあって、

必ずしもどこも原子力発電を推進しているという状況になっていないということも大きな背

景になったと思います。 

今申し上げた９つの原子力発電を巡る外部条件の変化は、ほぼすべてが原子力発電を進め

ていくことを難しくさせる外部条件の変化だと、申し上げていいかと思います。 

きょうは、意思決定過程の問題、合理的意思決定という観点で考えてみたいと思うのです

が、その場合に私が１つ大事だと思いますことは、意思決定において、何が変えることので

きない与件で、何を操作可能な変数と考えるかということによって、実は議論の土俵がかな

り大きく変化するという面を持っていることです。私の意見は、意見の不一致がある場合と

いうのは、しかもそれがかなり大きくあるというような場合は、合意形成の再構築というよ

うなことが必要になりますので、やはり従来与件とされてきたことについてもかなり与件を

外して議論を再度するということ、その手続きがないと合意形成の再構築というのはかなり

難しいと言わざるを得ないと思います。 

同時に、これを言い換えると、これまで積み重ねてきたことがあるという、つまり、全く

白紙の状態から何かを意思決定するのではなくて、これまでいろいろと積み重ねてきたこと

があるということが逆にこういうことを難しくさせる要因になっているのでなかなか大変な

ことではあるという面を持っていると思います。そういう意味で、議論の範囲についての合

意ないしは議論の範囲をどう持っているのかということに関する一種の共通認識みたいなも

のができてくることがプラットホームの前提条件というふうに言っていいのではないかと考

えているわけであります。 

より具体的な内容に入っていきたいと思うのですけれども、この原子力の長期計画ないし

は長期計画の中で盛られている内容、やはり公的な政策というのは２つの意味の正当性（正

統性）といいますか、legitimacyという面もあるでしょうし、justificationという、正当
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性が証明される、あるいはそれを証明する手続きがちゃんとしている、このことが絶対的な

ことだというふうにも言っていいと思います。 

もう既に原子力発電は電力において３分の１近くのウエートを占めているわけですので、

大事な点は、その現状から出発したときに、中長期的な位置づけというものをどうするかと

いう問題があるということかと思います。言い換えると、原子力発電は本当にどの程度必要

なのかとか、あるいはそもそも必要なのかとか、そういう議論も出るということです。その

ことをきちんと議論できる、あるいはそれを巡るシナリオがいろいろ出てくるということで

すので、これはエネルギー全体の問題であるわけです。その中でどういう位置なのか、こう

いうことが明確になるという手続き、プロセスが決定的に重要ではないかというふうに考え

ています。 

そのことについてお話をしたいのですけれども、その前にもう１つ、安全性を巡る問題と

いうのがいろいろあるわけですが、これは一種のリスクと言っていいと思うのですけれども、

そのリスクの源泉をどういうふうに考えるか、あるいはその評価とか制御のシステムをどう

いうふうに考えるかという非常に重要な問題があります。これは最後の方に移させていただ

いて、その前に今のシナリオと評価問題というのをもう少し詳しく考えてみたいと思います。 

いろいろなシナリオのオプションというのがあり得る、それは、先ほどちょっと説明した

ような、需要をマネジメントするというのもエネルギーで言えばオプションになり得ると、

そういう時代になっているわけです。ですから、オプションの範囲がかなり広がっていると

いうことになると思います。ですから、やはりオプションを明示して、その評価を議論する

プロセス、これが決定的に大事になってくるということになろうかと思います。 

これをどの程度きちんとやれるかということが大変大事になってくるということなのです

が、その場合に、１つは、これまでは原子力発電を正当だといいますか、これを推進する上

での幾つかの論拠があったと思うのです。今日はその全面的な議論はできないわけですけれ

ども、やはり１つは原子力発電の経済性という議論をしてきたわけです。この「経済性」と

いう言葉というのは実は意外と難しい言葉でありまして、言葉としては非常に簡単なのであ

りますが、何をもって経済性と言うかということが大変重要なのです。 

シンプルな経済学的な考え方は、それをマーケットでテストさせたらいいというのが最も

シンプルな１つの考え方だと思います。市場評価基準といいますか、市場テストというのを

やってみると、電力市場自由化の中で、これはマーケットがどんなマーケットになっている

かという問題が実は非常に重要な問題になりまして、これは簡単にいかない面が実はあるの

ですが、理論的にはもちろん一種の完全競争みたいなことが想定できるという場合には、果

たしてそういう市場がつくられた電力市場のもとで原子力発電がどの程度の競争力を持ち得

るのかと、こういう問題になってくると思います。 
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これについて私はややネガティブというか、つまり、経済学では「利潤最大化」なんてい

うことを一様に言っているわけですけれども、そういうことを原理に置いた企業が果たして

投資するかということになると、今の時点では難しいのではないかということであります。

にもかかわらず、経済性があると現状では言われています。それがやや変な話なのです。経

済性があるのだったら民間の企業は当然やっていいのではないかと、こういう議論が一方で

出てくる可能性を持っているわけですけれども、多分多くの人は、実際に完全競争的な電力

市場自由化みたいなことがもし起こった場合には、余り民間はやらないのではないかという

ふうに思うわけですから、ここにすごいギャップがあります。 

このギャップはなぜ起こるかということを考えてみますと、１つは、発電コストの評価問

題があるのだろうと思います。本当に正確な評価が、コストを計算するときの基準みたいな

問題ですが、同等な基準といいますか公正な比較評価が果たして各電源についてやられてい

るのかいないのか、その計算はみんなが納得する計算なのかどうかという問題です。これは

すごく重要な問題で、やはり計算の根拠とかデータソースとかそういうことも含めて、この

問題を徹底して議論しないといけないという面があると思います。 

本当は高いのだという説もあれば、いや、安いという議論もあると、こういうことになっ

ております。ただ、そういう議論はあるのですけれども、私が大事な点だと思いますのは、

高いか安いかというのは少し議論になっているけれども、多くの論者は、多分、自由化した

ら原子力については民間企業はやらないのではないかということについては、どちらかとい

うとそっちの意見が多いように思います。発電コストの評価問題だけではなくて、実は原子

力発電のコストは計算されざる費用というのがあって、その計算されざる費用が入っていな

いという問題です。つまり、民間企業がやろうと思ったときに、今まで計算されていないコ

ストがコストになってくるという問題があるのではないかということです。 

これは、よく言われるような地元対策の話だとか、考え出すといろいろあるのではないか

と思います。経済学では、コストというのは、最も原理的なことを言えば、犠牲にするとい

うことですね、これを犠牲にしてあれを得るということですので、結局、原子力発電をつく

るということになると人手とかそういうすべてがコストということになりますので、そのコ

ストは計算されていないけれども、実はそうしたコストが入ってくると物すごく大きいとい

うことが１つ。 

それからもう１つ、実はこれも大きな問題だと思うのですが、原子力発電はかなり財政支

援をしてきました。財政支援システムがあるわけです。ところが、その財政支援システムが

いろいろな経済学者の論文を見てみると、かなり破綻してきているという面がある。これは、

「電源立地勘定」及び「交付金」というこの両方の執行状況のデータを見ると、予算に対す

る決算の割合がそれぞれ５７.２％、２７.３％しか執行できていないのです。こんな予算は
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珍しいです。しかもこれを今までは財政支援という形でやっていたわけですので、これも本

当はコストなのです。ですから、これの改革問題も私は避けて通れないと思います。 

そういう意味で、実は原子力発電というのは、市場テストにかけられた場合に非常に厳し

いというのは、現在のコスト計算の問題もないわけではないかもしれないけれども、現在計

算されていない、あるいは隠されているそういうコストが非常に大きいということがあるの

ではないかということです。 

言い換えますと、２つの問題を提起すると思うのですが、電力市場の自由化ということが

電源間の競争のあり方問題を生むという面が１つあるということと、もしマーケットの評価

基準だけではない評価基準を入れる必要があるということですと、これは別の意思決定が出

てくるわけですけれども、実は市場評価基準以外というのはどういう形で位置づけられるよ

うになるのかということが、マーケットはマーケットですのではっきりしますけれども、マ

ーケット以外ということになるとそれはどこで決まってくるのかという問題が大きいと思い

ます。 

だんだん時間がなくなってきましたので、あと２つの問題だけ少し申し上げたいと思いま

す。１つは放射性廃棄物問題であります。私は、放射性廃棄物自体は専門ではないのですが、

廃棄物の問題はかなり専門にしてきました。それとの対比でちょっと考えさせていただきま

した。つまり、ごみとか産業廃棄物問題ということです。 

実はごみとか産業廃棄物問題というのはかなり大きなパラダイムの転換がありました。

2000年に循環型社会形成推進基本法という法律が制定され、これは大変大きな意味を持って

いると私は一応理解しております。私は大学院生のころからごみの問題や産業廃棄物の問題

はやっておりましたが、だれもやっていなかった時代でした。なぜかというと、そんなもの

は処理したらいいではないかと、こういう議論なので、経済問題ではないという理解なので

す。集めてきてちゃんと処理したらいいと、適正な処理をする、法律もそういう法律なので

す。ところが、そうなると廃棄物の大量発生を抑止するインセンティブが全くないというこ

とになってきます。ですので、大量に出てきたものを焼却工場とか処分場を大量につくって

となってくるので、それがある種破綻状態になったわけです。 

それで大きなパラダイムの転換というのは、この基本法の中では政策の優先順位は「発生

の抑制」が１番なんです。出ないようにする。ですから、３Ｒないし４Ｒと言われておりま

して、もちろんリデュースというふうに、減量ということになるでしょうか、そういうもの

が１番です。もう少し厳しく言う人は、そもそもごみなるようなものは買わないようにしろ

と、こういうことも入れるぐらいであります。あと、リユース、リサイクルとなるわけです

が、それでも出てくるものだけを処理すると、こういう考え方なのです。ですから、今、企

業のホームページなんかをごらんになったら、よくご存じのように、ゼロ・エミッションと
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言っています。 

私が、この放射性廃棄物問題についてやや違和感を覚えたのは何かといいますと、もちろ

ん法体系上も全然別になっているということもあるのですけれども、ある意味では廃棄物が

出てくることは当たり前といいますか、やむを得ないではないか、だから何とか処理・処分

しましょう、こういう発想でいきます。これはある時期までのごみとか産業廃棄物もそうい

う面を持っていたわけですが、処理システムと言いながら実質的には最終処分のところにす

ごい負担がかかって、しかもその負担が大きくなる構造が是正できなかったわけです。です

ので、前の段階で、発生の段階でもう少しコントロールするということを優先的に行うとい

うふうに変えていった。そのことで、まだまだ取り組まないといけないことは多いでしょう

けれども、ある種のシステムに安定性の方向性が見えてきたという面があるわけです。 

ところが、放射性廃棄物は依然として一種の蓄積廃棄物化と申しますか、どんどん蓄積し

ていくとなっているので、システムの安定性という問題が見えてこない。ですので、例えば

現実に既に高レベルの放射性廃棄物がかなり大量にたまっているわけですから、それを何ら

かの形で、例えば地層処分とかそういう議論がありますが、そういうことも１つのオプショ

ンとしてあると思うのですけれども、それを議論するときに、もともとこういう形でシステ

ムがより安定な方向に行くから、今この処分をするのはなかなか大変だけれども、とにかく

やっていけば見通しが出るという、そういう全体見通しみたいなものが持てないということ

が非常に大きな問題だと思います。これをどう解決していくかというのは問題でありますが、

そこがなかったらこれは非常に難しい。つまり、より発生側の問題点というのが私はあると

理解しております。 

最後に、リスク・不確実性と意志決定手続きということなのですが、これは安全性を巡る

先ほど申し上げた諸問題ということで、リスクが発生する、もちろんリスクの源泉というの

は、発電所そのものであったり、あるいは放射性廃棄物であったりです。しかし、実際のリ

スクの源泉は何だというふうに考えると、これは、例えば遺伝子組み換え作物の話との対比

で私は考えたいと思ったのですが、一種の未知のリスクというか、どの程度リスクが大きい

のかということについて確実にわかるというふうにはなかなか言えないところがあるわけで

す。遺伝子組み換えというのも一種の技術です。新しい技術が入ってくる、そのときにどう

いう意思決定をすればいいのか。これは見方によっても意見が分かれるわけです。例えば遺

伝子組み換え作物ですとヨーロッパとアメリカでは全然意見が違うということが現実にある

わけです。 

そうすると、リスクの源泉というのは、現象的には発電所そのものとか放射性廃棄物とか

になっているわけですけれども、実はそういう技術を開発していくのに巨額の研究開発費を

投資するだとか、そういう意思決定自体が、そういう研究を進めていくこと自体がリスクを



－10－ 

生み出す面を持っているわけです。 

そうすると、いろいろな意味での合意形成とかリスクの評価・制御システムを考えるとき

に、でき上がった発電所とか放射性廃棄物をどうするか、その評価と制御システムを考える

だけでは実は不十分なのだと思います。もともと一種の未知のリスクとか不確実性が大きい

技術を導入するには、村上先生が多分ご発言されたのではないかと思いますけれども、デン

マークで最初に実施されたものですけれども、そもそも技術導入の入口、研究開発とか、か

なり早い段階でその議論の場がつくられて、いろいろ問題点も議論され、どういう問題があ

り得るとかあり得ないとかというようなことに関する共通認識ができ上がっていくというこ

とがすごく重要なことだと思います。これをやらずに来たというところが問題をますます難

しくしているという理解であります。 

コンセンサス会議という考え方は一種の合意形成の手続きであります。これがどの程度う

まくいくものかどうか、我が国でも少し試みは出てきておりますけれども、簡単には論じき

れないものであります。しかし、そういう方向性が要ることは確かではないかということで

あります。 

以上をまとめますと、やはり共通のプラットホームをつくるための議論の場というものが

もっと必要で、そういう徹底した討論をするという、そうすると、討論の成果自体というか

討論のプロセス自体がプラットホームになると思います。そういう取り組み方が非常に重要

で、残念ながらそういうことについての政治的イニシアティブが非常に弱いものですから現

状のようなことになってきているというのが私の理解でありまして、少なくとも、「原子力

発電の経済性」というところで申し上げたようなオプションの提示とその評価とか、あるい

は放射性廃棄物を巡るシステムの安定性を確保するためのオプションについての議論だとか、

あるいは、可能な限り早い段階での技術に関する評価と制御の議論という、少なくともそう

した議論のための場をつくることが決定的に重要ではないかというのが私の意見であります。 

以上です。 

 

【植田先生との質疑応答】 

（近藤委員長）どうもありがとうございました。それでは、各委員の先生方、ご質問、ご意

見をどうぞ。 

（町委員） 大変明解な話で、ありがとうございました。 

 この外部状況の変化というのを幾つか書かれている中で、私は大事な条件がここに書かれ

ていないのではないかと思うことがあります。１つは、京都議定書に象徴されるように、地

球温暖化ということがＩＰＣＣ等の国際パネルでもいろいろ指摘されています。21世紀末に

は最悪の場合、気温が５.８度上がるとか、いろいろな警告が出されております。そういう
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のも１つの外部条件の変化かなと考えます。 

 もう１つは、開発途上国、特に中国、インドのような非常に大きな人口を抱えている国の

開発スピードが、ここ10年、15年を見てみますと非常に高まっています。これによってエネ

ルギーの消費あるいは廃棄物の出方とかそういうものも非常に大きく急速になってきていて、

それに対してどう対処していくかということを考えていかなければいけない。ご承知のとお

り、今の段階では、中国のエネルギーの利用量というのは１人当たりにすると日本の６分の

１とか７分の１なのですが、インドに至ってはまたその半分ぐらいという状況なので、そう

いうものがこれからもかなりのスピードで増えていく。現に経済成長は６％～８％ぐらいと

なっていますので、このようなことも外部条件の１つとして考慮しておく必要があるのでは

ないか。そういう中でエネルギーはどうあるべきか、あるいは環境とのつながりはどうある

べきか、もし先生のご意見があればお聞きしたいということです。 

 それから、廃棄物のお話があったのですが、廃棄物ももちろん原子力の場合には放射性と

いう非常に特殊な廃棄物が出るわけですが、火力発電をやりましても石炭なんかの場合です

と特に大量の、ボリュームにすると本当に大きなボリュームの灰が廃棄物として出てくるわ

けで、この辺のいろいろな技術の比較というのが非常に大事ではないかと思っているところ

です。 

（植田教授）まず後半の方ですが、おっしゃられたとおりで、いろいろなエネルギー源につ

いては、実際は廃物の出ない生産過程というのはないわけです。ですから、ゼロ・エミッシ

ョンというのは原理的にはないのです。でも、方向性としてそれを追究するということは大

変意味を持っているということです。ですから、これは経済学の立場だと思いますが、あく

までも相対的な評価であります。しかもその相対的な評価を最終的にどう判断するかという

人間側の評価の問題が当然入ってくるということになるかと思います。 

 私が申し上げたかったことというのは、循環型社会形成推進基本法の枠組みの中には、発

生の抑制が、最優先で取り組むべきこととされていて、現実に技術的な可能性としてかなり

それができるようになってきているというのがあると思います。例えば、もともと減らすと

いう意味でもすごくありますし、あるいは、わかりやすい例でリサイクル的なものですと、

セメント産業などはもうかなり廃物を受け入れていると、こういうようなことが現実にある

と思います。ですので、そういうことが現実に進みだして、理念的にも、実際的にも、そう

いう方向や確実な見通しみたいなものが少し出ているものと、それがないものと、そこの違

いがやはり大きいと思います。それが何に影響するかというと、最終処分を考えるときの、

例えば最終処分というのが、今たまっているものについて何とかすれば後は安定するという

のだったら大分違うと思うのですけれども、幾らでも続いてくるというふうになるとこれは

やはり状況が全然違うという理解をしているということです。これが後半の方です。 
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 それから、外部条件の変化の部分は全くおっしゃるとおりです。もちろん温室効果ガス全

体ですが主としてＣＯ２ということになりますと、ＣＯ２の削減というのを考えたときに、

現状では原子力が果たしている役割がかなり大きいということも事実でありまして、ただ、

問題になるのは、多分、今後ＣＯ２の削減を進めていく場合に一体どういうやり方がいいか、

そこに原子力がどういう位置づけになるか、これは議論の余地がやはりあるのではないかと

思います。 

 これは、消費者、ユーザーの選択というようなことを考えていくと、これは我々の分野で

はよくグリーンコンシューマーというのですが、実際に多くの企業が環境に配慮したような

製品をつくってもそれが少し高かった場合に消費者は買うのか、実際に買う場合があるわけ

です。これは大変大きな意味を持っているわけです。技術の進歩率というのはなかなか予測

しがたいところもあるけれども、かなりあることも事実ということなのです。そうすると、

コストがかなり下がるということも起こり得ます。これは、逆に、ユーザーがふえると一種

の規模の経済とかが働く余地が出てくるのでなおさらそうなりやすいという面もやはりある

ということは見ておかないといけないのではないかなということかと思います。そういう意

味では、議論をきちんとして、選択ができる場がきちんとあるということが決定的に重要と

いうふうに理解しているということでございます。 

 それから、中国、インド、これは難問であります。率直に言って、例えば日本では今大体

７０００万台ぐらいの自動車が走っておると思いますが、中国で同じ人口比で車が走ります

と７億台を超えます。この数は世界全体で今走っているぐらいの車の数だと思います。それ

がまたインドでも、ということになりますので、これは究極的な根本問題を突きつけられて

いるというふうに思います。つまり、それこそヨーロッパからアメリカという形でつくり出

されてきた近代的な物質文明と言ってもいいかもしれませんが、そういうものの持っている

ある意味の豊かさでしょうが、それが地球上のすべての人全部に実現すると、そういうこと

は本当に可能かというふうに考えたときに、それは少なくとも今のようなものですと非常に

難しい。私も経済学をやっていますから、価格のシグナルとかいろいろな制約が入ることが

技術を変えるとか、そういう要素のダイナミズムがあって一定の効率改善というようなこと

はもちろんあると思うのですけれども、しかしという面もあると思います。ですので、中国、

インドというような問題は、もう個々の技術だけの話をかなり超えている問題を含んでいる

というような気がしないでもないということです。 

だから、どうすると言われてもすごく困ってしまうわけですけれども、もちろん私自身も

研究的には中国と日本が一種の関係、技術協力をすればどちらにもウィン・ウィンになるよ

うな可能性があるのではないかと、そういう研究をしておりますし、実際にそういう面もあ

るでしょう。だから、確かに今直ちにある問題についてそういうことをしながら、もう一方
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でもちろん大きな技術革新というのもあるかもしれません。エネルギーで言えば水素だとか

そういうものもあるかもしれない。 

同時に、今言ったような何か、各コミュニティーだとかそういうところでどんなライフス

タイルなのだというような問題、あるいはそれはどういう経済システムで、情報化はそのこ

とに本当に意味を持つのかとか、そういう問題も全部入ってくる大問題だと見ざるを得ない

と思います。簡単に、こうですとか、こうしたらうまくいきますというふうには言えないも

のだと思います。それから、時間軸上の問題もあるので、間に合うかとか言われたら僕もそ

れはよくわからないので、やれることをやるしかない。人間はやれることしか課題にできな

いと、やれないことは課題にできないのだからと、こう言わざるを得ないと思います。 

（木元委員）ありがとうございました。大変勉強させていただきました。いくつか感想と質

問をさせていただきます。 

 先生がおっしゃった、共通のプラットホームの場が必要だ、討論の場が必要だという、そ

れは、その討論のプロセスが見えてきて、それを政策に反映できる形ができればいいという

ご発言ですが、本当にそのとおりだと思っております。この方向で原子力は行かなければい

けないと思っています。 

 もう１つ、リスクのところですけれども、リスクと言った場合、きのうある会議で農水省

の関係の方がＢＳＥの話をしていたのですが、そのときに、リスクというのは日本語にズバ

リ訳せないとおっしゃるんです。危害とか危険とかと簡単に言ってしまうけれども、それよ

りもっと深遠なものがあるのではないかということで、ではどういうふうに言ったらいいの

かと伺うと、関西語ならあるとおっしゃるんです。それは関西語で「やばさ」ではないかと。

「やばい」ということですが、「やばさ」と言った方がいいのではないかとおっしゃったの

です。確かに、そういう、もやもやっとした不確実性というか不安感がリスクと言った場合

に漂っていて、これはこうですよと割り切れないものがあるので、リスク・コミュニケーシ

ョンの場合には大変難しい面があると思います。 

さて、先ほどのお話の例として遺伝子組み換えの大豆の話が出てきましたが、その遺伝子

組み換えの大豆に何となく「やばさ」がある、あるいは安全性に疑問があるという声もある

のですが、調べてみると、あれはアメリカのモンサントという企業が、ラウンドアップレデ

ィーという除草剤の開発をして、それに耐性を持つ遺伝子組換え大豆を独占してしまったこ

とから、経済問題でＥＵの中でも入れたくないという国もあるし、ドイツは自分のところで

も開発しているとか、そういうことも裏にあるのではないでしょうか。日本の場合に、例え

ば納豆とか味噌とか醤油とかの場合に、逆表示で、この商品には遺伝子組み換え大豆を使っ

ておりませんという表示をすることによって、消費者の選択、ユーザーの選択がそこに存在

している。リスク・コミュニケーションの中で、例えば原子力を導入している場合に、やは
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り消費者の選択という観点もそこに出ていて、反対もあるけれども、やはりこれはやった方

がいいのではないかということで、我々は原子力を選択している部分があるという解釈をし

ているのですが、そのことの確認をさせていただきたい。 

それから、２ページ目の（８）で「意志決定への参加意識の拡大」ということで住民投票

のことをおっしゃったのですが、そうするとこれも選択の１つであって、この住民投票は今

まで、巻町の例もありますし、刈羽村がＭＯＸ燃料の導入を否定したという住民投票もあり

ました。そういう場合に、原子力、あるいはもっと大きいエネルギー政策を考えた場合に、

あるエリアの方々の住民投票による意志決定で政策が引っくり返る、このことはどうお考え

になっていらっしゃるのか。 

以上です。 

（植田教授）まず、リスクないしはリスク・コミュニケーションの部分について。これから

は「やばい」と、いい言葉だと思います。大変勉強になりました。 

 私が「リスクの源泉」というような言い方をしたのは、木元委員からご指摘いただいたこ

とと非常に関係しているのです。つまり、技術そのものというのは実はないのではないかと

いうことなのです。やはりだれかがこういう利益があるからつくり出すと、もちろん技術と

いうのは知的好奇心から出てくる側面と両方交じり合うわけです。それで私はどういうＲ＆

Ｄが投資されているとかそういうことと非常にかかわるということを申し上げたわけですし、

今ご指摘いただいたように、知的所有権の制度がどういうふうになるかによって、そういう

ものとも非常にかかわっている複雑なものだと、こういう面を持っています。 

 一般論としてはもちろんリスク・コミュニケーションというのは非常に大事なもので、こ

れはアメリカとヨーロッパで、例えばＧＭに対して、プロダクトベースでいいのか、プロセ

スでとか、この議論は物すごくあるわけですけれども、リスク・コミュニケーションをして

いくための１つの条件というのは、やはり評価をするための情報を知ることができるという

前提であります。同時に、ある意味での評価能力を、ユーザー、消費者が持つという問題が

ある、これは住民投票とも関係するわけですけれども、これも非常に重要な問題だと思いま

す。 

これは、アメリカで有害廃棄物の問題のときにあったアメリカで導入されている仕組みな

のですけれども、今の問題とかかわって大変おもしろいと思ったのです。アメリカで有害廃

棄物が不法に投棄された処分場というのが７８年に見つかりました。投棄したのは四半世紀

以上前なのですけれども、アメリカは地下水を飲料水にしているものですから大問題になっ

て、浄化のためのいろいろな仕組みができたのです。そのときに「How clean is clean?」

という、どの程度クリーンになればクリーンなのかという大問題が実はあるのです。そうす

ると、処分場の周辺の住民と処分場の責任を持たされて浄化をするところといつも意見が合
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わない。これをどうやって調整するのかという問題がよくあるわけです。 

もちろん何か基準を決めたらいいという考え方もあるのですけれども、もちろん基準とい

うのは必要なのでしょうけれども、同時にアメリカのシステムが大変おもしろかったのは、

テクニカル・アシスタンス・グラントと言いまして、技術支援補助金と言うのですけれども、

周辺の住民に専門家の知見を得るための費用を渡すのです。アメリカはやはり懐が広いとい

うか深いというか。それで専門的知見を学んだり、あるいは実際に専門家に調査をしてもら

って本当にクリーンかどうかをその周辺の人が納得するという。やはり消費者の評価能力を

高めるための支援システムみたいなものがないと、単に評価したらいいというだけではなか

なかうまくいかないという面もあると思います。これは大いに考える必要がある。もちろん

これは一般的な意味では科学的知見に関する知識がどの程度広く普及しているかという基本

問題が前提にはあると思うのですが、そういうことかと思います。 

それから、もう１つ、住民投票の問題というのはおっしゃるとおりの問題があるのですけ

れども、私がここで申し上げようとしたことというのは、住民投票の是非そのものというよ

りは、明らかに物事を決める過程に参加するという気持ちが強くなって、あるいは自分たち

で決めたいというそういう面が強くなっているということを理解することが大事だというの

がまず基本なのです。 

ご質問いただいた点というのは、あると思います。もちろん、私は、地方のある地域と国

というのはある意味では対等の関係を持つ面もあると思います。つまり、政府という意味で

も、何も中央政府の下部組織として地方政府があるわけではなくて、ある意味では複数政府

という考え方というのが基本だというふうに思っています。同時に、意思決定する場合に、

結局、どういう問題をどこでどう決めるのかということをはっきりするということが実は大

変重要な問題ということになるのだと思います。 

例えば産業廃棄物でもよく起こりますが、あるところに処分場が立地するということにな

ったらそこで反対が強くある、これはいわゆる環境倫理という観点からはよくわかると、こ

ういうことになります。ただ、もしもの話として、もちろん選択肢の中には徹底して産業廃

棄物を減らしたら要らなくなるという選択肢もあるわけで、それはそれで物すごくコストが

かかるかもしれませんし、意外と簡単なのかもしれないし、それはわからないわけです。そ

のことも含めた選択肢というものを考えたときには、ごみの場合ですと、自分たちの出して

いるごみを最終的にどこで処分するかということになりますので、例えば昔で言えば焼却工

場の立地問題です、それを住民自身が候補地を挙げてそれで選んでいくと、これは１つの方

向としてあるというふうに私は思います。それは自分たちの出しているごみですから何らか

の形での処分が必要で、自分たち自身が頑張っていろいろ減らす努力をするということも、

今のような選択プロセスがあればより積極的になるという面もあります。そういうことは大
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いに考えられると思います。ということで、意思決定というのがやはり鍵を握っていると思

いました。 

（齋藤委員）いろいろと私どもが普段認識しているところを、環境経済・政策学の観点から、

非常にきれいにおまとめいただいてご提言いただいたというふうに思います。 

 おっしゃるようないろいろな問題を抱えているということで、共通認識を持たせていただ

いているところが多々あるわけでありますが、やはりもう１つの視点として、先ほど町委員

が言われたところにもちょっと関係するわけでありますけれども、やはり国全体のエネルギ

ー・セキュリティーということを考えたときに原子力というのをどうするのか、これはもち

ろん環境という問題にも関連しているわけでありますが、そういう観点から考えて、何回か

先生のお話の中で議論のプラットホームが必要だというご提案がありました。 

それで、この議論のプラットホームというのはどういうレベルのものなのか。今の、住民

投票、地域の問題ということになると、やはりこういうごみの問題というのはたしか３０年

ぐらい前に東京都でも自分の区のものは自分の区で処理しろというような大問題がございま

したけれども、エネルギー問題となるとローカルな問題ではなくて国全体としての国の基盤

となるエネルギーということになりますから、もっとグローバルな視点で議論できないと片

づく問題ではないのではないかというふうに思っております。生産地と消費地の構造、維持

の困難さ、地域的アンバランスというようなご指摘をいただいておりますが、これは、今申

し上げたように、ローカルなところで片づく問題ではなく、国全体でどう片付けるかという

のがやはり１つ大きな頭の痛い問題ではないかと思います。そこで、先ほどの議論のプラッ

トホームというのがどういうレベルでなされればこれが片づくのか、私は最終的には国会あ

たりでがんがん議論していただくのが一番いいのではないかと思うのですが、その辺の先生

のお考えをお聞きしたい。 

それから、それに関連して、原子力発電を巡る意見の国民的不一致、この不一致の範囲が

広がっているというのは、要するに、原子力反対がどんどん増えているというような意味合

いでおっしゃっているのでしょうか。いろいろなアンケートから見ますと、私の理解では、

原子力は必要だというのが国民の６割、７割いて、しかし、自分のところにつくるのは反対

だというのが７割、８割あるというような結果が大体出ていると理解しているのですが、今

ここでおっしゃっているのは、そういうことよりも、原子力は要らない反対だというのが広

がっているという意味合いなのか、その辺のところをお聞かせいただければということです。 

（植田教授）後者の方からですが、「不一致の範囲」という意味は、今おっしゃられたよう

な意味ではありません。賛成とか反対とかという意味ではなくて、原子力発電の将来をどう

いうふうに考えるかとか、あるいはどういう位置づけを与えるべきかという、いい言葉が私

には見つかりませんが、ある種の理論的な見通しというのか、それに関する意見が分かれて
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いるということです。私は、小数だったら正しいとか間違っているとかというものではない

と思うので、やはり考え方のところで大きく違うというのがかなり広い範囲であると、そう

いう意味でございます。何人そっち側にいて、こっちに何人いるとか、そういうことでは全

然ありません。 

 それから、もう１つの問題、これは私もなかなかわからないところがあるのですけれども、

エネルギー・セキュリティー、一種の安全保障問題というのがありました。しかし、電力市

場の自由化というのも進められていると、こういうふうにもなっているわけです。それで、

こういう例にも私は遭遇したというか、実は、環境経済的ないろいろな施策だとか、地域経

済とかというものも入れ込んだものにしていくとか、こういう取り組みをいろいろ調べたり

しているのですが、例えばドイツでフライブルグなんていうまちがありますけれども、環境

首都に選ばれたまちなのですが、そこではソーラーリージョンという構想を持っているので

す。太陽エネルギー学会の本部を誘致して、あるいは太陽エネルギーだけで全部賄える実験

住宅をつくるとか、あるいはコージェネの導入というような、そういう取り組みもしており

ます。しかも、環境部長という人に会うと、そういう取り組みを通じて雇用が何人ふえたと

か、こういう話を環境部長がするわけです。これはすばらしいと思います。 

もともと私がフライブルグに調査に行った理由は、中心部に車を入れないという、脱自動

車の都市というのを実験的につくっていっているからです。簡単にはいかないけれども、少

なくとも中心部は路面電車中心のまちづくりをやっているわけです。それで全部いけるとい

うふうには言えないかもしれないけれども、新しいまちづくりの特徴が明らかに出てきて、

そこで何が重要かというと、都市経営の中にエネルギーと交通がかなり入り込んでいること

です。交通は、はっきり言えば赤字だろうと思いますけれども、エネルギー的にうまくやっ

て一種の内部補助みたいな考え方を使ってやっていたりするということなのです。指摘され

た点はよくわかるのですが、逆に言うと、日本は全部エネルギーを国の政策だけでやり過ぎ

ているのではないかと、そのことがいろいろとエネルギーに関する新しい取り組みを実は弱

らせていたのではないかというふうにも思うということです。これは、京都もよく考えたら

市電というのが走っていて、実際は発電所を持っていた。戦後日本は九電力の体制にしたが、

これはやはり、急速に産業政策を推進する、やはりキャッチアップのために目的があって、

それで推進していったという面を持っていると思うのです。 

しかももう１つの要因は、大規模な巨大な発電所から送り込むというだけではない小規模

分散型の技術ができたことです。だから、デンマークに行くと、農家の人が四、五人集まっ

て発電所をつくろうかと言ってやるという、エネルギーのことがすごく身近なものになって

いるというのは、私はある意味では画期的な面があると思います。 

私の意見は、国の安全保障というのは決して国だけがやるということではないのではない



－18－ 

かということです。つまり、民間のマーケットでやられている部分、それから、自発的ない

ろいろな取り組み、日本でもありますが、そういうものが全体のネットワークを通じて安全

保障というものを確保するというのが多分本来の安全保障という考え方で、マーケットがで

きてくる段階で明らかに国の独占物としてやるという、そういうものではないということだ

と思います。安全保障は必要だと思いますが、今のようなネットワークだといった場合に、

安全保障というのを国がどんな形でどういうふうにやるかという問題になってくると思いま

す。やはり電力市場自由化してもある意味での安全保障をかなり担うことは、少なくともエ

ネルギー供給、電力供給を担うことは間違いないわけですから、そういうことを踏まえてど

ういうふうにやるかという問題があると思います。 

これは、実は、インフラみたいな考え方が成り立つ部分があるのかないのかということと

も関係してくると思います。公的支出で一体何をするのかという問題とも非常にかかわって、

これは本当はもう少し厳密に考えていかないといけない大きな問題ではないかというふうに

思っています。 

（齋藤委員）今のお話の中でドイツとかデンマークのお話をいただきましたが、デンマーク

の農家５軒ぐらいで風力か何かでやると、こう言うとデンマークの人に怒られるかもしれま

せんが、人口も少なくて、農業国で、トータルのエネルギーとしてはそれ程必要ないところ

と、やはり科学技術立国で、産業で生きていかなければならない日本とは異なり、日本はい

わゆる自然エネルギーだけでやっていける範囲ではない国であるわけです。そもそも、原子

力というのは、石油危機に遭遇し、これはたまらんぞということで原子力発電が相当急速に

伸びてきたということがあるわけであります。今の先生のお話は、もちろん分散型とかそう

いうデンマークとかドイツの努力をできるだけやるというのは私ももちろん賛成であります

けれども、やはり基幹とするエネルギーというのは今のお話のレベルと比較されるというレ

ベルではないのではないかということを心配してご質問申し上げたということであります。 

（植田教授）もう重々承知の上で申し上げたということですので。 

（前田委員）いくつか質問させていただきますが、生産地と消費地の理解において、特に生

産地の方には、自分たちがそういうものを引き受けて負担をしながら消費地に電気を送って

いるんだというような思いがあって、これは今の原子力で非常に大きな問題の１つですけれ

ども、先生は「生産地・消費地・・・構造維持の困難さ」ということを書かれていますが、

ここで先生はどういうことをおっしゃいたかったのかを、恐れ入りますがもう少し噛み砕い

て教えていただきたいというのが１つです。 

 もう１つは、これも既に先ほど来お話が出ていましたけれども、意志決定への参加意識と

いいますか、手続きの問題です。先ほど評価能力を高める必要があるとおっしゃいましたが、

そこが非常に大事なところだと思います。例えば遺伝子組み換えということについて、一般
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の人たちがそういう政策決定段階に参加するためには、正しい知識により理解を深め、レベ

ルを高めていく必要がある。もう一方、先生は、技術開発、本当に初期の段階の意志決定が

将来のリスクの源泉になるとおっしゃいましたが、そういった段階でそういう議論をすると

いうのはますます難しい話だと思います。そういう段階で議論をして何らかの結論を出した

場合に、後生の世代の選択肢を狭めてしまうのではないかという議論もあり得るかと思うの

です。いろいろ申し上げましたが、要するに、そうやって全体の評価能力を高めるための支

援システムには、個別のものではなくて、全体的としてどういう条件が必要なのかというこ

とについて何かお考えがございましたら教えていただきたいと思います。 

（植田教授）生産地・消費地の問題というのは、「構造」というふうに書きましたのは何か

と申しますと、普通の生産地・消費地ですと市場の関係だけを通じて関係が成り立っている

わけですが、ところが、こういう電力の場合には、先ほどもちょっと後の方で説明したかと

思うのですが、財政的な支援システムを入れて初めて成り立っているのです。これがやはり

ある種の構造を人為的につくり出しているわけです。その構造、人為的なシステムを外した

らどうなるのでしょうかという問題ももちろんありますし、私が懸念したのは、従来からあ

ったシステムに加えて、去年でしたか、一昨年でしたか、よりそういう支援システムを強化

する方向に行きました。これはなぜ強化しないといけないのだろうと、強化するということ

は構造の維持が難しいから強化している、と言わざるを得ないと思います。 

 だから、おっしゃったように、互いがいいと言っているのだったらこんな支援システムは

要らないのです。普通は、マーケットの関係は、例えば何か生産した野菜なら野菜を都市で

売ってそれが金銭的な利益で所得になると、そういう関係でそれで終わっているわけですか

ら、それはなぜ違うシステムを組んでいるのかという問題がやはりあって、ちょっと会計上

の問題、執行状況の問題も申し上げましたけれども、にもかかわらずもっと強化されるとい

うことになっているわけですから、これはやはり構造維持の困難さがより見えてきたという

ふうに言わざるを得ないのではないかというが私の見解なのです。 

 それから、後者の問題ですが、これはそれこそ私もこれから大いに取り組まないといけな

い問題で、ある種のサイエンティフィックなというか科学的知見をみんなが共有しながら、

しかも同時に、意思決定というのは、経済学の立場から言えば、効率性と公平性との両方を

やはりきちんと見るという問題があります。ただ、そういうことも含めて選択ができるとい

うことが必要だと思います。 

ただ、おっしゃったとおりだと思うのですが、私は、従来の意思決定は、大きな枠組みが

決まった上で、これはごみも全部そうなのですが、最後の処分場でもめるのです。でも、本

当はもっと違うところに原因があったのではないかということなのです。実際、それはそう

だと思います。ここで幾ら処分場を巡る合意形成の手続きを一生懸命やろうと思っても、そ
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んなものはもともともっと減らしておかなければいけないのではないかという議論が出たら

ここの合意の議論は飛んでしまうわけです。ですから、やはりもっと早い段階での議論が必

要だと理解しています。ただ、ご指摘いただいたように、それをどういう形でやるかという

のは、難しいことは間違いない、簡単ではないと思っています。 

それで、評価能力にかかわる問題というのはやはり専門家と非専門家というのか、これが

より交流ができて、議論ができてくる、あるいは、自分が選択するという機会をもっと持つ

ようにならないとそういう能力も高まらないのではないかという気もします。それがどうい

う形でそういう意思決定の場ができるのがいいのかというのはまだまだよく考えてみないと

いけないわけですけれども。 

もう１つ大事な点は、幾らサイエンティフィックな議論といっても、正しい知見があると

も限っていないのです。それは、特に導入の新しい段階というのは将来性について、例えば

今の原子力発電についてこれだけ難しくなるというふうに１９６０年ごろ言っていた人がい

るかというと、もちろん最初から反対されていた方はいらっしゃったと思いますけれども、

そうでなくて、やっている人はもっと早くうまくいくというふうに言っていた人が圧倒的だ

ったと思います。ですから、それ自体実はそう簡単ではないのです。やはり多くの知見、多

くの専門家といってもいろいろいて、それをいろいろ勉強できて、それで自分が判断する、

判断のためにより勉強する、それで、判断した根拠をやはり説明しないといけない、そうい

うことは日本としては余り十分にやってこなかったことかもしれないのでなかなか難しいか

と思うのですが、少なくとも政治の場がそういうことをもうちょっと徹底してやらないとい

けないことは間違いないのではないでしょうか。多分、コンセンサス会議というのは議会と

いった形で議論する場をつくっているということでもあったと思いますので、そういうあた

りがちょっと大事な点かなというふうに思っています。 

（木元委員）今の生産地と消費地の問題に関連してちょっとお尋ねさせていただきたいので

すが。 

 それは、エネルギー・セキュリティーの観点から、特に電力の観点から見てみますと、先

生がおっしゃったように、構造維持の困難さというのは確かにそのとおりあります。それは

電力というものの特性にかかわることではないかなという気もしないではないのです。また

農業で恐縮ですけれども、農産品にしてみれば、ここで採ってここで消費するという形が可

能です。分散型電力であれば「地産地消」という言葉を使っています。そういう形で消費す

るとことは可能なのです。しかし、同じコモディティーでも電力というものは全く違って、

需要があったとき、電線を通して即送っていく、ためておくことができないんです。 

そういう特性を考えたときに、この自由化との絡みの中でエネルギー・セキュリティーを

どう考えるか、言葉を変えて言えば、いわゆるユニバーサル・サービスをどうするかという
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観点になると思います。完全自由化になってくると、原子力はできなくなる、こんな大規模

電源はなかなか存在しにくくなる。そして、利益を追求していくとそれぞれが手を引いてし

まう。分散型電源にしても、そのエリアに供給するけれども、儲からなければやめてしまう

という状況にあるだろうと思います。そのときに、電力の特性を見極めて、ユニバーサル・

サービスをエネルギー・セキュリティーの面からどう考えたらいいのかということを、原子

力に絡めてお話しいただければと思うのですけれども。 

（植田教授）まず、エネルギー電力の市場を自由化していくという場合に、１つ、先ほど報

告したときにも申し上げたのですけれども、電源の間での競争のルールみたいなものをどう

いうふうにつくるかということが大きな問題で、これ自体が大きなイシューだと思います。

これは、私のきょうの話の文脈から言えば、例えば国はいろいろな形でＲ＆Ｄのお金を使っ

ているときに、どういう分野のどういうエネルギーの技術開発をもっと支援するかとか、こ

ういう問題とリンクする重要な問題になると思います。これは考えないといけないことにな

ると思います。 

 それから、おっしゃったとおりで、自由化というものがユニバーサル・サービスというも

のに抵触してしまうというか、端的に言うと、採算の取れないものはやらなくなるというこ

とが起こる、そのことがもたらす弊害があるわけで、そういう意味では、もちろんこれはエ

ネルギー、電力というようなものもユニバーサル・サービスをやらないといけない、このこ

とは事実だと思うので、それを確保しながら、という。そういう意味で言うと、自由化をど

ういうふうに進めるかというその枠組みみたいな問題も物すごく大きくなるのです。ただし、

私自身は、おっしゃるとおりなのですけれども、日本の場合には、電力市場について余りに

も従来が独占的な体制だったことも事実なので、いろいろな可能性を汲み取れるような自由

化というのがかなり思い切った形で進められることが重要であると思います。 

 大変難しい問題なので、経済学ではすぐにオプティマル（最適）という言葉をよく使うの

ですけれども、簡単にオプティマルとはいかないというか、さっと答えが出るというわけに

はいかないかもしれない。そういう意味では、実際に起こっていることをよく見ながら進め

られるということが大変大事だと思います。 

（近藤委員長）先生は今日「正当性」というきつい言葉を使われているわけですが、先生ご

自身がおっしゃられたように、「正当性」という言葉も、ある種の集団意志決定の世界でし

かなくなってしまうという構造の中で、この原子力の中長期の位置づけというものの正当性

についての評価が必要だとおっしゃっておられますが、本当に必要でしょうか。おっしゃら

れることは、ある種のいわゆる民主的手続きによる決定というものが大事だということにす

べては尽きると思うわけであります。 

そういう観点で、きょうは原子力発電の経済性について、さまざまな問題点をご指摘いた
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だいたわけですが、それは実は先ほどの財政支援システムにも関係するわけですけれども、

現在の経済性の評価には、まさしくこのコスト計算の基準問題があるわけで、コストに内部

化されない部分についてはある種の政治的選択において区分けされた結果として、ある種の

補償措置として誘導支援策が当然導入されている。それは国として国会において、今回のエ

ネルギー政策基本法でいえば環境と供給安定と市場原理の組み合わせについて、行政はよろ

しく配慮せよと言われて、その中で行政がその趣旨で、例えば供給安定の観点から、しかる

べく原子力発電というものの持つ特性を鑑みて、ある規模を実現するべく財政支援を行うと

いう構造になっている。それは何も原子力だけの問題ではなくて、ご承知のように、新しい

技術としての再生可能エネルギーについても財政支援を行って、グリーンコンシューマーは

高いものを購入するかもしれないけれども、現実にはある種の補助が行われて初めてマーケ

ットが開けていくという構造もあるわけです。そういう中で、先生が「経済性」とお書きに

なったときに、より外部の経済を内部化していくという努力をすべきということをおっしゃ

るのかなと思っていたのですが、ほとんどそれには言及されていないわけです。しかし、今、

先生が関係しておられる環境税の問題あるいは炭素税の問題というのは、経済学者の生き様

を問われているような問題だと思っているのです。 

その辺については、原子力のコスト評価は原子力部会等でも過去に若干の試算は出してい

るわけですし、それとの関係において財政支援についてもコストの評価を換算した数字も出

しているわけですけれども、それは法外に大きいというような評価には全然なっていません。

それが正しいかどうかはもちろんデータを比較する必要がありますが、少なくとも国が自ら

出した数字についてそれを KWh で割って幾らになるという計算値も出ていますので、そう

いうものを踏まえて、それがある種のバランスを欠いた誘導策になっているかどうかという

ことはむしろその数字を見ながら議論するべきなのかと思います。そういうことですから、

経済性の問題は、外部性というものをどういうふうに織り込んで政策なり民主的手続きにお

ける選択の問題に反映していけるのかということが１つあります。 

それから、放射性廃棄物の問題は大変適切なご指摘だと思います。１９６０年代の私ども

がこの問題を考えたときには、一般の廃棄物はいわば半減期が無限大の放射性廃棄物だった

のです。無限大と言うと毒性が放射線の場合はゼロになってしまうのですけれども、つまり、

永遠に毒性が消えないのが一般廃棄物で、放射性物質は半減期があって必ずいつかまさに安

定化するということで、むしろそういうある期間のうちに安定化する廃棄物が見出された結

果としてシステムの安定化という問題意識が生まれて、一般廃棄物についても人為的にそう

いう構造をとり得ないのかということで、むしろ廃棄物問題の学問の進歩があったという議

論があるわけです。 

それはともかくとして、原子力は、その場合、そういう固有の特性に安んじていて、しか
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も、ご承知のように、その問題とするところは放射線であります。つまり、いわゆる一般廃

棄物の場合とは少し違って、既に自然界には、あるレベルの放射線があり、そのレベルを有

意に変えないという範囲の処分とか方法というのがあるとすれば、いわゆる安定化という問

題は既にその答えを持っているという、そういう認識があったと思います。それでも、出て

くる放射線は違わないのだけれども発生源が人為的なものであるかどうかの違いでやはり嫌

だという感覚があるとすれば、それに対して答えなければならないということになる。今、

そういう意味の技術開発もアイデアとしてはあって、日本でも核燃料サイクル開発機構など

がやろうとしている研究がまさにそうですけれども、放射性廃棄物のライフタイムを大変短

くしてしまうとか、量を大きく減らすとか、まさにリサイクル、リユースをして減らすとい

う方法はあるのです。 

問題は、もちろんコストですが、自然界にはこれだけの放射線レベルがあり、処分よる影

響はほとんどないということが明確に計算できるわけですが、世の中の流れで、寿命を短く

したものを処分することがあるわけです。これは、先生がおっしゃるように議論の場に付し

て選択を求めるということかと思うわけです。やや原子力界の努力が足りずに、そういうこ

とについて国民と情報を共有できずにいるわけです。そういったものの技術開発の段階から、

先生のおっしゃるように議論をしていれば、どうなったかはわからないですが、そういうこ

とにチャレンジしなかった原子力界はちょっとだらしなかったということは認めていいと思

います。その辺についてもぜひ今後とも相互に情報を共有していきたいなというふうな感想

を持ちました。以上です。 

（植田教授）前半の方だけですけれども。私も、可能な限り定量的評価をしていくというこ

とはぜひやるべきで、これは共同作業チームみたいなものをつくって、このコスト計算につ

いて、その作業でも、いろいろ不一致のある中の代表的な論者、研究者を委嘱して、それで

共同で出した研究成果を議論のたたき台として出してみるというようなことはやってもいい

のではないかと思います。 

 その上で、炭素税、環境税問題というのがあるのですが、理論的には外部性の内部化とい

うのはある意味で大変見事にでき上がっているところがあって、シンプルですし、政策的な

考え方というのも理論からそのものが出てきますので明解なのですけれども、何が難しいか

というふうに言われると、例えば放射性廃棄物の持つ外部性とＣＯ２が出ることの外部性と

いうのを考えたときに、素材としては随分違います。ダメージという意味では一緒だという

ふうに、どの程度信頼性のある形でやれるかどうかというものなので、理論的には１つのプ

リンシプルを適用するという考え方を持つことは全然やぶさかではありませんし、むしろ私

もその方です。しかし、同時に、そういう実際にあらわれてくるものの違い、それがどの程

度今まで定量評価されてきたかとか、実際の事前と事後の評価の両方がちゃんとあるかとか、
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そういう２つの評価の蓄積の中で評価の安定性みたいな問題がやはりあります。それを抜き

にはできないというふうに思います。 

 それで、おっしゃったとおりで、経済性の評価問題というのは経済の内部に入らないもの

も当然あるわけだと、これはおっしゃるとおりで、セキュリティーなんかもそういうものの

１つではあると思いますし、ほかにも非市場的なものもあるということですが、ただ、１つ

私が言えると思うのは、無理な支援システムは長くは続かないと思います。続けることが非

常に難しい。だから方向性として、支援システムをより強めざるを得ないというのが、一種

の国民負担ということからもやはりすごく大きな問題点だというふうに私は理解しています。 

 以上でございます。 

（近藤委員長）それでは、予定した時間ですのでこれで終了させていただきます。 

 本日は、大変お忙しいところ先生にはお越しいただきまして、しかもディスカッションに

もずっとお付き合いいただきまして、ありがとうございました。なお、多分まだ何か質問し

たいと先生方はお思いになっておられるに違いないのですが、それは書面でまた別に渡して

ご回答いただくことになるかと思います。よろしくお付き合いいただければと思います。あ

りがとうございました。 

 

【閉会】 

○事務局より、本日の議事録を作成し先生にご確認の上、公開する旨説明があった。 

○事務局より、次回の会合を３月１８日の１５時から、場所は同じこの会議室で、南山大学

の小林先生にお越しいただく旨説明があった。 


